
本
研
究
は 、
ヨ
ー

ロ
ッ

パ
に
お
け
る
「
孟
子」

受
容
の
実
情
と
そ

の
意
義
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る 。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の

は 、

清
代
の
宣
教
師
た
ち
が
「
四
書」

を
解
釈
す
る
際
に 、

明
代
の

宰
相 、

文
教
行
政
の
長
で
あ
っ
た
張
居
正
(-
五
二
五
＼一

五
八
二）

の
注
釈
を
重
視
し 、

訳
文
の
基
礎
と
し
て
依
拠
し
て
い
た
こ
と
で
あ

る 。

そ
こ
で 、

張
居
正
の
著
で
あ
る
「
四
書
直
解』

中
の
『
孟
子

直
解」

を
通
し
て 、
ヨ
ー

ロ
ッ

パ
に
お
け
る
「
孟
子」

受
容
の
様
相

を
考
察
し
よ
う
と
思
う 。

そ
の
性
善
説
・

革
命
説
な
ど
の
内
容
か
ら 、

イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち

に
忌
避
さ
れ
る
要
素
を
含
ん
で
い
た
『
孟
子」

だ
が 、
ベ
ル
ギ
ー

人

イ
エ
ズ
ス
会
士
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・

ノ
エ
ル
（一
六
五一
＼一

七
二
九）

の
著
で
あ
る
『
中
華
帝
国
の
六
古
典」

に
お
い
て 、

遂
に
ラ
テ
ン
語

に
翻
訳
さ
れ
る 。

そ
し
て 、

そ
れ
は
『
孟
子」

を
含
む
「
四
書」

の

は
じ
め
に

プ
リ
ュ

ケ
に
よ
る

『
孟
子』

欧
文
全
訳
が
初
め
て
ヨ
ー

ロ
ッ

パ
に
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た 。

さ
ら
に 、

張
居
正
の
注
釈
に
大
き
く

依
拠
し
た
ノ
エ
ル
の
「
中
華
帝

国
の
六
古
典」

は 、

後
に
コ
レ
ー

ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
の
教
授
で

あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
人
神
父
の
プ
リ
ュ
ケ
（一
七一
六
＼一

七
九
0)
の

著
「
中
華
帝
国
経
典」

に
よ
っ
て 、

フ
ラ
ン
ス
語
に
抄
訳
さ
れ
た 。

こ
の
プ
リ
ュ
ケ
に
は 、

フ
ラ
ン
ス
百
科
全
書
派
と
交
流
し
て
い
た
と

い
う
注
目
す
べ
き
事
実
が
あ
っ
た 。
つ
ま
り 、

張
居
正
注
釈
に
立
脚

し
た
ノ
エ
ル
訳
文
と
そ
の
解
釈
が 、

プ
リ
ュ
ケ
を
経
由
し
て
百
科
全

書
派
の
み
な
ら
ず 、

フ
ラ
ン
ス
革
命
に
何
等
か
の
影
響
を
与
え
た
可

能
性
が
あ
る
こ
と
を
推
定
で
き
る
の
で
あ
る 。

書
物
の
存
在
と
い
う
点
か
ら 、

中
国
哲
学 、

と
り
わ
け
儒
教
の
情

報
が
張
居
正
注
釈
を
通
じ
て
ヨ
ー

ロ
ッ

パ
に
流
入
し
て
い
た
実
態
は

明
ら
か
で
あ
る 。

そ
こ
で 、

張
居
正
注
釈
を
踏
ま
え
た
ノ
エ
ル
『
孟

子』

訳
文
と
そ
の
解
釈
の 、

百
科
全
書
派
や
フ
ラ
ン
ス
革
命
へ
の
関

与
ま
で
を
見
通
せ
ば 、
ヨ
ー

ロ
ッ

パ
に
お
け
る
『
孟
子」

受
容
の
様

佐

藤

麻

衣

受
容
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て

(65) 



第一
章

関
連
性
に
つ
い
て

相
を、

と
り
わ
け
政
治
思
想
・

政
治
状
況
な
ど
の
方
面
か
ら
考
察
す

る
必
要
が
生
じ
て
く
る。

と
こ
ろ
で、

筆
者
は
さ
き
に
「
日
本
中
国
学
会
報」

第
六
十
六
集

所
載
の
拙
稿
「
張
居
正
『
孟
子』
解
釈
と
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
け
る
受

(

4
)
 

容
に
つ
い
て」
（
以
下 、
拙
稿
と
略
記）
で、

孟
子
の
「
革
命
論」

を

中
心
に
張
居
正
や
ノ
エ
ル
の
解
釈
を
確
認
し、

最
後
に、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
け
る
『
孟
子」

受
容
が
延
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
ま
で
つ

な
が
っ
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
示
唆
し
た。
そ
こ
で、

本
論
で
は、

張
居
正
「
孟
子」
解
釈
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
流
入
の
実
情
を
検
討
す
る
初

歩
的
作
業
と
し
て、

プ
リ
ュ
ケ
の
手
に
成
る
訳
書
「
中
華
帝
国
経

典」
と、

な
ら
び
に
儒
教
の
徳
治
主
義
を
解
説
し
た
同
書
付
載
の

(

5
)
 

「
儒
教
大
観」

を
資
料
と
し
て、
「
孟
子」
受
容
と
そ
の
特
徴
を
概
観

し
て
お
き
た
い
と
思
う。

プ
リ
ュ
ケ
「
孟
子』

受
容
と
「
儒
教
大
観」
と
の

プ
リ
ュ
ケ
『
中
華
帝
国
経
典』
で
は、

そ
の
最
初
に
「
儒
教
大
観」

が
収
録
さ
れ
て
い
る。

先
行
研
究
で
は、

ま
ず
後
藤
末
雄
に
よ
れ
ば、

(

6
)
 

そ
の
内
容
は
儒
教
を
体
系
的
に
叙
述
し
た
も
の
で
あ
り、
ノ
エ
ル
『
中

(

7
)
 

華
帝
国
の
六
古
典」
の
解
説
と
し
て
著
さ
れ
た
と
い
う。
ま
た
市
川

本
太
郎
は、

後
藤
末
雄
訳
「
儒
教
大
観」
を
引
用
し、

中
国
経
世
家

の
戦
争
観
に
関
す
る
プ
リ
ュ
ケ
の
解
説
は、

孟
子
の
戦
争
観
と
ま
さ

(

8
)
 

に
同一
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る。
し
た
が
っ
て、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お

け
る
『
孟
子」
受
容
の
全
体
像
を
よ
り
明
確
化
す
る
た
め
に
は、
『
中

華
帝
国
経
典」
の
み
な
ら
ず、

な
ら
び
に
と
り
わ
け
儒
教
を
考
察
の

中
心
に
据
え
る
「
儒
教
大
観」

を
検
討
し、

プ
リ
ュ
ケ
に
よ
る
『
孟

子』
受
容
の
全
貌
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る。

そ
こ
で、

こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
と
前
掲
拙
稿
で
の
考
察

を
踏
ま
え
つ
つ、

以
下、

梁
恵
王
下
「
革
命
論」
・

万
章
下
「
君
主

(

9
)
 

の
廃
位」
に
つ
い
て
の
部
分
に
関
す
る
プ
リ
ュ
ケ
『
孟
子』
受
容
と

そ
の
特
徴
を、
「
中
華
帝
国
経
典」

中
の
「
孟
子』

訳
文
と、

論
考

「
儒
教
大
観」

を
参
照
し
な
が
ら
考
察
し
た
い。

（一
）
＿
孟
f一

梁
恵
王
F
に
お
け
る
「
革
命
論」

ま
ず、
『
孟
子』

梁
恵
王
下
の
本
文
を
示
す。

齊
宣
王
問
日、

湯
放
架 、

武
王
伐
紺 。

有
諸 。
孟
子
封
日、

於

停
有
之。

日、

臣
就
其
君
可
乎。

日、

賊
仁
者
謂
之
賊 、

賊
義

者
謂
之
残 。

残
賊
之
人、

謂
之一
夫。

聞
誅一
夫
射
癸 。

未
聞

試
君
也。
（「
孟
子」
梁
恵
王
下）

こ
の
章
は、

斉
の
宣
王
が
「
湯
武
革
命」

に
つ
い
て
の
事
実
を
孟

子
に
確
認
し、

孟
子
が
そ
れ
に
対
し
て
「
革
命」
を
認
め
る
よ
う
な

回
答
を
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る。
孟
子
の
こ
の
部
分
は、

古
来 、

禅
譲
と
放
伐
と
い
う
王
朝
交
代
の
二
つ
の
姿
の
う
ち、

と
も
す
れ
ば

(66) 



否
定
さ
れ
が
ち
な
暴
力
に
基
づ
く

放
伐
を
孟
子
が
是
認
し
て
い
る
こ

と
で
有
名
な
一
段
で
あ
る 。

す
で
に
先
行
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
は 、

張
居

正
が
「
革
命」

や
そ
の
当
事
者
と
さ
れ
る
「
武
王」

を
肯
定
的
に
捉

(
10)
 

え
て
い
た
こ
と 、

ま
た 、

ノ
エ
ル
は
暴
虐
で
あ
る
君
主
の
支
配
権
を

剥
奪
す
る
こ
と
を 、

張
居
正
や
朱
子
以
上
に
積
極
的
に
肯
定
し
て
い

(11)
 

た
こ
と
で
あ
る 。

で
は 、

プ
リ
ュ
ケ
は
ど
の
よ
う
に
『
孟
子』

に
お

け
る
「
革
命」

や
「
武
王」

評
を
受
容
し
た
の
か 。

以
下 、

対
応
す

る
プ
リ
ュ
ケ
訳
を
分
析
し
て
い
く 。

最
初
に 、

本
文
「
齊
宣
王
問
曰 、

湯
放
架 、

武
王
伐
紺 、

有
諸」

に
対
応
す
る
プ
リ
ュ
ケ
訳
を
示
す 。

〔
斉
の〕

宣
王
が
話
を
変
え 、
そ
し
て
言
う
「
成
湯
Chin,
T
臼n

王
が
帝
王
架
Kie
を
打
ち
破
っ
た
あ
と 、

彼
〔
架〕

を
国
外

へ
追
放
し
た 。

そ
し
て
六
ヶ

月
s
日
mois

後
に
そ
の
流
亡
の

地
で
彼
は
死
ん
だ
と
い
う 。

同
様
に
文
王

Ven,
 Va
rn
が
帝
王

紺
Cheu
を
攻
撃
し 、

そ
し
て
撃
破
し
た
と
い
う 。

そ
れ
は
本

当
か」

と 。
（「
中
華
帝
国
経
典」
「
孟
子」
第一
巻 、
八
二
頁）

ま
ず
ノ
エ
ル
訳
に
は 、

架
が
配
所
「
南
巣」

で
「
三
年
後」
（「
中

華
帝
国
の
六
古
典」
「
孟
子」
二
三
九
頁）
に
死
亡
し
た
と
あ
る
が 、

プ

リ
ュ
ケ
は
「
六
ヶ

月
後」

と
し
て 、

死
去
ま
で
の
時
間
を
六
分
の
一

に
ま
で
短
縮
し
て
い
る 。

こ
の
こ
と
か
ら
も 、

プ
リ
ュ
ケ
が
暴
君
の

死
と
い
う
結
末
を
早
め
て
訳
し
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る 。

ま
た
「

孟
子」

本
文 、
「

直
解」 、

ノ
エ
ル
訳
に
お
い
て
も 、
「
紺」

を
攻
撃
し
た
者
は
「
武
王」

で
あ
る
と
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る 。

に

も
か
か
わ
ら
ず 、

そ
れ
に
対
し
て 、

プ
リ
ュ
ケ
は
そ
れ
を
「
文
王」

だ
と

表
記
す
る 。
つ
ま
り 、
「
武
王
と
文
王
の
置
換」

と
い
う
作
為

的
な
操
作
が
プ
リ
ュ
ケ
訳
に
は
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る 。

た
だ 、

こ
れ
で
は
「
君
臣
の
義」

に
よ
っ
て
称
さ
れ
た
文
王
に
も 、

臣
下
が

し
い

君
主
を
試
す
る
と
い
う
「
伐」

に
よ
る
「
革
命」

の
意
志
が
あ
っ
た

こ
と
を
認
め
る
こ
と
と
な
る 。

伝
統
的
な
殷
周
革
命
理
解
の
要
点
で

あ
る 、

文
王
は
紺
王
に
対
し
て
臣
下
と
し
て
の
礼
儀
を
失
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
と
い
う

構
図
を 、

完
全
に
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る 。

で
は 、

な
ぜ
プ
リ
ュ
ケ
は
こ
の
よ
う
な
文
・

武
の
置
換
を
行
っ
た
の

か 。

実
は 、

こ
の
梁
恵
王
下
以
外
に
も 、

プ
リ
ュ
ケ
に
よ
る
文
・

武

の
置
換
は
複
数
存
在
す
る 。

そ
れ
ら
は
第
二
章
に
お
い
て
後
述
す
る 。

続
い
て 、

本
文
「
孟
子
封
日 、

於
博
有
之 。

日 、

臣
試
其
君
可

乎」

に
対
応
す
る
プ
リ
ュ
ケ
訳
を
示
す 。

「
そ
の
帝
王
た
ち
の
年
代
記
〔
尚
書〕

や 、

何
人
も
の
他
の
歴

史
家
た
ち
が
そ
う
断
言
す
る」

と
孟
子
が
言
う 。
「
し
か
し
な

が
ら 、

帝
王
架
Kie
や
帝
王
紺
Cheu
は
本
当
の
帝
王
〔
主
君〕

た
ち
で
あ
っ
た
し 、

成
湯
Chin,
 Ta
m
は
文
王

Ven,
＜
目
1

同

様 、

封
臣
〔
臣
下〕

で
し
か
な
か
っ
た 。
〔
そ
う
で
あ
る
な
ら

(67) 



ば 、〕

彼
ら
は
そ
の
帝
王
に
戦
い
を
挑
み 、

そ
し
て
〔
革
命
に

よ
っ
て〕
王
位
を
剥
奪
し
て
detroner
も
よ
い
の
か」
と
〔
斉

(12)
 

の〕

宣
王
Si,
 Ven
 ,V
臼n
が
言
う 。
（『
中
華
帝
国
経
典」
「
孟
子」

第一
巻 、
八
二
頁）

こ
こ
で 、
「
直
解」
に
は
「
以
臣
試
君 、

於
理
可
乎」
（『
孟
子
直
解」

梁
恵
王
下）
と
あ
り 、

ノ
エ
ル
訳
に
は
「
自
分
の
主
君
を
脅
か
し
た
り 、

(
13)
 

殺
し
た
り
す
る
こ
と
〔
試〕

が
許
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か」
（「
中
華
帝

国
の
六
古
典』
二
三
九
頁）
と
あ
る
と
こ
ろ
を 、

対
応
す
る
プ
リ
ュ
ケ

訳
で
は 、

臣
下
が
主
君
を
殺
す
意
の
「
試」

よ
り
も 、

む
し
ろ
試
す

る
こ
と
の
目
的
で
あ
る
「
王
位
を
剥
奪
す
る」

こ
と
の
可
否
確
認
の

方
を
強
調
し
て
い
る
傾
向
が
あ
る 。

最
後
に 、

本
文
「
日 、

賊
仁
者
謂
之
賊 。

賊
義
者
謂
之
残 。

残
賊

之
人
謂
之
一
夫 。

聞
誅一
夫
紺
癸 。

未
聞
試
君
也」

に
対
応
す
る
プ

リ
ュ
ケ
訳
を
示
す 。

プ
リ
ュ
ケ
訳
が
王
の
失
政
の
箇
所
を
訳
出
す
る

場
合 、

そ
こ
に
は
『
孟
子」

に
登
場
す
る
架
紺
を
透
過
し
て 、

ル
イ

王
政
が
見
え
て
く
る 。

孟
子
が
言
う
「
帝
王
や
王
は 、

哀
れ
み
〔「
仁」〕
piete
や
公

正
〔「
義」〕
equite
に
よ
っ
て
そ
の
帝
国
や
王
国
を
統
治
す
る

た
め
に
設
定
さ
れ
た
の
だ 。

も
し
非
人
間
的
な
帝
王
が
哀
れ
み

〔「
仁」〕

の
感
情
〔
感
覚〕

の
す
べ
て
を
欠
い
た
な
ら
ば 、

彼

は
帝
国
の
災
禍
〔
害
毒〕
fleau
で
あ
り

悪
党
〔
強
盗〕

ま
た 、

こ
こ
で
も
は
っ
き
り
と
「
紺」

が
「
文
王」

に
よ
っ
て
処

〔「
賊」〕
brigan
d
で
あ
る 。

も
し
貪
欲
で 、

彼
が
人
間
性
の

す
べ
て
を
放
棄
す
る
な
ら
ば 、

彼
は
帝
国
の
破
壊
者
〔「
残」〕

dest
ructeur

で
あ
る 。

さ
て
帝
国
の
災
禍
で
あ
り

破
壊
者
で

あ
る
者
は 、

も
は
や
帝
王
と
は
み
な
さ
れ
ず 、

そ
う
で
は
な
く

て
〔
一

人
の〕

私
人
part
iculier
で
あ
る 。

そ
れ
故 、

私
は

常
に
紺
Cheu
と
呼
ば
れ
る
〔
一

人
の〕

私
人
が
文
王

Ven,
 

v
目
に
よ
っ
て
死
刑
に
さ
れ
た
と
は
聞
い
て
い
る
が 、

帝
王

紺
が
そ
の
臣
下
の
文
王
に
よ
っ
て
処
刑
さ
れ
た
と
い
う
話
は
一

度
も
聞
い
て
い
な
い」

と 。
（『
中
華
帝
国
経
典」
「
孟
子」
第一
巻 、

八
二

八
三
頁）

こ
こ
で 、
「
孟
子』
本
文
「
賊
仁
者
謂
之
賊」
（『
孟
子」
梁
恵
王
下）

(
14)
 

を 、

張
居
正
は
朱
子
『
集
注』

に
拠
っ
て 、
「
惟
害
仁
之
人 、

其
存

心
凶
暴
淫
虐 、

滅
絶
天
理 、

故
謂
賊
之
人」
（「
孟
子
直
解」
梁
恵
王
下）

と
記
す 。

ま
た 、

こ
の
張
居
正
の
「
其
の
心
を
存
す
る
こ
と
凶
暴
淫

虐
に
し
て 、

天
理
を
滅
絶
す」
（「
孟
子
直
解」
梁
恵
王
下）

を 、

ノ
エ

ル
訳
で
は
「
君
主
の
面
汚
し 、

あ
る
い
は
略
奪
者
〔「
賊」〕」
（「
中

華
帝
国
の
六
古
典」
二
三
九
頁）

と
し
て
い
た 。

こ
れ
に
対
応
す
る
プ

リ
ュ
ケ
訳
を
見
る
と 、

仁
を
害
す
る
君
主
の
罪
禍
の
害
を
重
大
視
し 、

国
の
災
害
で
あ
り 、

断
罪
す
べ
き
対
象
で
あ
る
と

極
言
し
て
い
る
と

い
え
る 。

(68) 



刑
さ
れ
た
と
明
言
し
て
お
り、

本
来
「
武
王」
と
記
さ
れ
て
き
た
と

こ
ろ
が
「
文
王」

で
あ
る
と
は
っ
き
り

書
き
換
え
ら
れ
て
い
る。
こ

の
プ
リ
ュ
ケ
訳
に
基
づ
く
限
り、

聖
徳
有
る
君
主
に
よ
っ
て
仁
を
害

す
る
君
主
は
断
罪
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と、

そ
し
て
「
文
王」
に

よ
っ
て
そ
れ
が
な
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
よ
う
に、

プ
リ
ュ
ケ
が
捉
え

て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う。

と
こ
ろ
で、

こ
の
よ
う
な
「
革
命」
を
是
認
す
る
『
孟
子』
解
釈

を
受
容
し
た
プ
リ
ュ
ケ
は、

儒
教
の
徳
治
主
義
の
枠
組
の
中
で
は
ど

の
よ
う
に
「
革
命」

を
説
明
し
た
の
か。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
「
儒

教
大
観」
で
は、
「
革
命」

の
前
提
が
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る。

「
国
王
が
不
善
と
不
徳
を
重
ね 、

不
義
不
正
を
事
と
す
れ
ば
遂

に
悪
政
の
百
出
を
見
る
の
で
あ
る。

国
民
は
此
の
悪
政
を
論
拠

と
し
て、

国
王
が
国
父
の
慈
愛
を
棄
て
て
国
民
の
敵
た
る
感
情

を
持
つ
に
至
っ
た
と
判
断
し、

更
に
こ
の
国
王
が
残
虐
無
道
な

暴
君
の
精
神
に
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
の
巳
む
な

き
に
至
る
の
で
あ
る。
そ
し
て
徳
治
主
義
を
基
礎
と
し
て
建
設

(

15
)
 

さ
れ
た
国
家
は
こ
の
時
こ
そ
革
命
を
経
験
す
る
の
で
あ
る。」
（「
中

華
帝
国
経
典」
「
儒
教
大
観」
ニ
ニ
四
頁）

こ
の
よ
う
に、
『
孟
子」
を
受
容
し
た
プ
リ
ュ
ケ
は、
「
儒
教
大
観」

に
お
い
て、

儒
教
の
徳
治
主
義
に
依
拠
す
る
限
り
「
革
命」

は
是
認

さ
れ
る
の
だ
と
解
釈
し、

そ
れ
を
明
確
に
示
し
て
い
た
の
で
あ
る。

(
1
 

D
 r
孟
子」

ガ
章
F
に
お
け
る
「
君
主
の
廃
位」

ま
ず、
『
孟
子』
万
章
下
の
本
文
を
示
す。

齊
宣
王
問
卿 。
孟
子
日、

王
何
卿
之
問
也。
王
日、

卿
不
同
乎゚

曰 、

不
同 。

有
貴
戚
之
卿 、

有
異
姓
之
卿 。
王
日、

請
問
貴
戚

之
卿 。

曰 、

君
有
大
過
則
諫 。

反
覆
之
而
不
聴 、

則
易
位。
王

勃
然
雙
乎
色 。

日、

王、

勿
異
也。
王
問
臣 。

臣
不
敢
不
以
正

封 。
王
色
定、

然
後
請
問
異
姓
之
卿 。

日、

君
有
過 、

則
諫 、

反
覆
之
而
不
聴 、

則
去 。
（「
孟
子」
万
章
下）

こ
の
章
は、

斉
の
宣
王
が
諸
侯
の
政
治
に
あ
ず
か
る
大
臣
「
卿」

の
職
分
に
つ
い
て
尋
ね 、

孟
子
が
王
と
同
姓
の
卿
と
異
姓
の
卿
に
区

別
し
て
説
明
し
た
内
容
で
あ
る。

対
応
す
る
プ
リ
ュ
ケ
訳
を
示
す。

孟
子
が
言
う。
「
さ
て、

も
し
王
が
重
大
な
過
失
に
陥
り、

彼

が
そ
の
悪
徳
や
暴
政
〔
専
制〕

に
よ
っ
て
善
き
統
治
を
転
覆
さ

せ
る
の
で
あ
れ
ば、

首
相
pre
mier
ministre
が
単
刀
直
入
に

〔
回
り

道
な
し
に〕
sans

 deto
ur 、

そ
し
て
率
直
に
〔
隠
し
立

て
な
し
に〕
s
gs
 de
guise
ment 、

そ
の
無
秩
序
を
知
ら
せ

〔
注
意
し〕

な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

も
し
こ
の
最
初
の
警
告
の

効
果
が
な
け
れ
ば、

彼
〔
卿〕

は
定
ま
っ
た
第
二、

第
三
〔
の

警
告〕

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

最
後
に、

彼
〔
王〕

が
そ

の
意
見
の
す
べ
て
に
耳
を
貸
さ
ず、

そ
の
過
失
に
頑
固
・

執
拗

(69) 



に
と
ど
ま
る
の
な
ら
ば 、

王
国
全
体
の
崩
壊
を
阻
止
す
る
た
め

に 、

王
の
親
族
の
う
ち
で 、

そ
の
英
知
や
美
徳
〔
徳〕

に
優
れ

た
〔
卓
越
し
た〕

人
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ず 、

そ
し
て
彼

〔
首
相〕

は
そ
の
人
を
即
位
さ
せ 、

悪
王
mauvais
roi
に
置

き
か
え
る
べ
き
で
あ
る」

と 。
（『
中
華
帝
国
経
典」
「
孟
子」
第
二

巻 、
九
八
ー

九
九
頁）

こ
こ
で 、

対
応
す
る
ノ
エ
ル
訳
の
「
最
初
の
警
告」
「
第
二 、

第

三
の
警
告」
「
再
三
の
警
告」
（『
中
華
帝
国
の
六
古
典」
三
九
七
頁）
と

い
っ
た
表
現
は 、
「
孟
子」

本
文
の
「
反
覆
之」
（『
孟
子」
万
章
下）

を
受
け
た
張
居
正
の
「
反
覆
規
諫」
（『
孟
子
直
解」
万
章
下）
を
根
拠

と
し
て
お
り 、

君
主
に
対
す
る
執
拗
な
警
告
と
受
け
取
り

訳
出
し
た

も
の
で
あ
っ
た 。
一
方 、

プ
リ
ュ
ケ
訳
は
ほ
ぼ
ノ
エ
ル
訳
に
依
拠
し

た
内
容
で
は
あ
る
が 、

王
に
対
し
て
臣
下
が
直
言
す
る
際
の
態
度
と

し
て 、
「
単
刀
直
入
に
〔
回
り

道
な
し
に〕 、

そ
し
て
率
直
に
〔
隠
し

立
て
な
し
に〕 、

そ
の
無
秩
序
を
知
ら
せ
〔
注
意
し〕

な
け
れ
ば
な

ら
な
い」

と
い
う
説
明
が
新
た
に
加
え
ら
れ
て
い
る 。

す
な
わ
ち 、

臣
下
の
率
直
さ
や
誠
実
さ
の
必
要
性
を
よ
り

強
調
し
た
解
釈
と
な
っ

て
お
り 、

そ
れ
が
「
反
覆
規
諫」

の
重
要
性
を
主
張
す
る
も
の
と
な

っ
て
い
る 。

ま
た 、

ノ
エ
ル
訳
は 、

王
と
同
姓
の
卿
が
そ
の
君
を
廃
し
て
同
族

の
他
の
者
を
立
て
る
場
合 、

過
失
あ
る
君
主
を
「
罪
人」
（『
中
華
帝

国
の
六
古
典」
三
九
七
頁）
で
あ
る
と
厳
粛
に
断
罪
し
て
い
る 。

こ
れ

は
朱
子
や
張
居
正
に
も
見
受
け
ら
れ
な
い
ノ
エ
ル
の
独
自
性
で
あ
り 、

支
配
者
に
対
す
る
あ
か
ら
さ
ま
な
批
判
と
な
り 、

暴
君
の
権
威
剥
奪

を
積
極
的
に
肯
定
し
て
い
る 。

プ
リ
ュ
ケ
訳
で
は 、

こ
う
し
た
ノ
エ

ル
訳
を
受
け 、

罪
あ
る
君
主
を
端
的
に
「
悪
王」
（『
中
華
帝
国
経

典」
「
孟
子」
第
二
巻 、
九
九
頁）
で
あ
る
と
極
言
す
る 。
つ
ま
り 、

先

に
梁
恵
王
下
で
見
た

二
人
の
私
人」

の
延
長
に
あ
る
「
罪
人」

と

し
て
で
は
な
く 、

あ
く
ま
で
も
「
王」

と
し
て
処
罰
す
べ
き
対
象
で

あ
る
と
認
識
し
て
い
た
た
め
の
批
判
で
あ
る 。

他
方 、

プ
リ
ュ
ケ
は

そ
の
梁
恵
王
下
に
お
い
て 、

す
で
に 、

臣
下
が
主
君
を
殺
す
「
試」

よ
り
も 、

試
す
る
目
的
で
あ
る
「
王
位
剥
奪」

の
可
否
の
方
を
強
調

す
る
解
釈
を
し
て
い
た 。

す
な
わ
ち 、

プ
リ
ュ
ケ
に
と
っ
て
の
主
眼

は 、

天
下
の
王
が
有
徳
で
あ
る
か
否
か
に
あ
り 、

逆
に
仁
を
害
す
る

「
王」

の
廃
位
な
ど
と
い
っ
た
も
の
は 、

必
然
・

当
然
の
こ
と
と
し

て
よ
り

厳
格
に
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る 。

で
は 、

こ
の
よ
う
な
『
孟
子』

解
釈
に
基
づ
き 、

プ
リ
ュ
ケ
は
儒

教
の
徳
治
主
義
に
関
連
付
け
て
ど
の
よ
う
に
「
君
主
の
廃
位」

を
説

明
す
る
の
か 。
「
儒
教
大
観」

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る 。

「
も
し
皇
帝
が
国
民
の
反
対
を
無
視
し
て 、

飽
く
ま
で
権
力
を

濫
用
す
る
な
ら
ば 、

国
民
は
国
家
の
慈
父
た
る
願
ひ
を
棄
て
て 、

暴
君
に
な
ら
う
と
す
る
皇
帝
の
意
志
を
明
ら
か
に
認
め
て
い
た 。

(70) 



前
述
し
た
よ
う
に、

プ
リ
ュ
ケ
『
中
華
帝
国
経
典」

に
お
け
る

「
孟
子」

訳
で
は、
「
文
王」

と
「
武
王」

の
置
換
が
存
在
す
る
章
が

あ
る。

ま
ず、

先
の
梁
恵
王
下
の
一
箇
所
以
外
に、

離
婁
上
に
一
箇

第
二
章

プ
リ
ュ
ケ
に
よ
る
文
王
と
武
王
の
置
換
に
つ
い
て

其
時
こ
そ、

国
民
は
皇
帝
に
対
す
る
服
従
を
中
止
す
る
の
で
あ

っ
た。

こ
の
際、

国
民
は
皇
弟
を
王
位
に
据
え
る
か、

若
く
は

圧
制
政
治
の
発
展
を
阻
止
す
る
た
め
に、

最
も
熱
誠
と
勇
気
と

識
見
と
を
披
澄
し
た
高
徳
の
君
子
を
選
ん
で、

之
を
王
位
に
即

(

16
)
 

け
た
の
で
あ
っ
た。」
（「
中
華
帝
国
経
典
l

「
儒
教
大
観」
一
0
九
ー

―
1
0
頁）

こ
の
よ
う
に、

す
で
に
見
た
「
孟
子」

万
章
下
の
内
容
と
非
常
に

よ
く

対
応
し
て
い
る
が、

暴
君
を
廃
位
し
た
後、
「
皇
弟」

か
「
最

も
熱
誠
と
勇
気
と
識
見
と
を
披
渥
し
た
高
徳
の
君
子」

を
王
位
に
据

え
る
と
し
て
い
る
点
が
異
な
る。

し
た
が
っ
て、

プ
リ
ュ
ケ
の
観
る

儒
教
と
徳
治
主
義
か
ら
す
れ
ば、

王
の
親
族
だ
け
で
な
く、

高
徳
の

君
子
で
あ
れ
ば
王
位
に
就
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る。

こ
の
よ

う
に、

プ
リ
ュ
ケ
は
ノ
エ
ル
訳
ー

延
い
て
は
張
居
正
注
釈
ー

を
通
し

て
「
孟
子」

を
受
容
し
な
が
ら
も、

行
為
者
が
「
有
徳」

で
あ
る
か

否
か
が
廃
立
の
要
件
と
し
て
判
断
の
基
準
と
な
る
と
い
う
自
身
の
考

え
を、

そ
の
解
釈
に
反
映
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る。

(

17
)
 

所、

尽
心
下
に
二
箇
所
存
在
す
る。

こ
れ
ら
文
・

武
の
置
換
の
特
徴

か
ら、

そ
の
背
景
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
プ
リ
ュ
ケ
の
意
図
が
垣
間
見

え
る。
―
つ
は、
「
文
王」

の
時
に
す
で
に
天
下
の
王
と
な
る
べ
き

(
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)
 

天
命
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
強
調
で
あ
る。

も
う―
つ
は、

そ

の
聖
主
「
文
王」
の
徳
を
継
ぎ
道
を
得
た
「
武
王」
と
合
わ
せ、

文
・

武
の
二
代
を
も
っ
て
暴
君
紺
を
伐
っ
た
と
訳
す
こ
と
で、

聖
徳
有
る

者
に
よ
る
「
革
命」

の
限
り
な
い
正
当
性
へ
と
つ
な
げ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る。

そ
こ
で、

具
体
的
に
「
孟
子」

の
離
婁
上
と
尽
心
下
に
お
け
る

文
・

武
の
置
換
を
確
認
し
て
い
く。

(-
）
＿
孟
fl

離
婁
上
に
お
け
る
文
·

武
の
置
換

ま
ず、
『
孟
子』

離
婁
上
の
本
文
を
示
す。

孟
子
日、

架
紺
之
失
天
下
也、

失
其
民
也。

失
其
民
者、

失
其

心
也。

得
天
下
有
道。

得
其
民、

斯
得
天
下
癸 。

得
其
民
有
道。

得
其
心、

斯
得
民
癸 。

得
其
心
有
道。

所
欲
興
之
衆
之、

所
悪

勿
施
爾
也。

民
之
蹄
仁
也、

猶
水
之
就
下、

獣
之
走
城
也。

故

篇
淵
敲
魚
者、

瀬
也。

為
叢
敲
爵
者、

鵬
也。

為
湯
武
敲
民
者、

架
興
紺
也。

今
天
下
之
君
有
好
仁
者、

則
諸
侯
皆
為
之
敲
癸 ゜

雖
欲
無
王、

不
可
得
已 。

今
之
欲
王
者、

猶
七
年
之
病
求
三
年

之
文
也。

荀
為
不
畜 、

終
身
不
得。

荀
不
志
於
仁、

終
身
憂
辱 、

以
陥
於
死
亡。

詩
云、

其
何
能
淑 ゜

載
宵
及
溺 。

此
之
謂
也。
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（「
孟
子」
離
婁
上）

か
わ
う
そ

こ
の
章
で
は 、

魚
を
淵
へ
追
い
や
る
の
は
瀬
で
あ
り 、

雀
を
草
む

は
や
ぶ
さ

ら
へ
追
い
や
る
の
は
隼
で
あ
る
よ
う
に 、

仁
政
に
よ
っ
て
民
心
を
得

た
湯
王
や
武
王
の
方
へ
民
を
追
い
立
て
る
の
は 、

暴
政
に
よ
っ
て
人

民
を
虐
げ
る
架
王
や
紺
王
で
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い

る 。

ま
た 、

孟
子
の
思
想
に
お
い
て
は 、

民
心
を
得
る
者
こ
そ
が
天

下
を
得
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
明
示
す
る
重
要
な
章
で
も
あ
る 。

次
に 、

本
文
「
為
湯
武
敲
民
者 、

架
奥
紺
也」

に
対
応
す
る
「
直

解』

を
示
す 。

至
子
湯
・

武
之
仁 、

本
是
人
心
之
所
婦
向 。

而
架
・

紺
之
為
君 、

又
暴
虐
無
道 、

百
姓
不
得
安
生 。

把
夏
・

商
之
民
都
逼
逐
賂
去 、

使
之
錦
於
湯
・

武 。

就
似
魚
之
婦
淵 、

雀
之
婦
叢
一
般 。

是

湯
・

武
之
所
以
得
民
者 、

架
・

紺 、

為
之
敲
也 。
（『
孟
子
直
解」

離
婁
上）

（
湯
・

武
の
仁
に
至
る
は 、

本
と
是
れ
人
心
の
帰
向
す
る
所
な

り 。

而
れ
ど
も
舛木
・

紺
の
君
為
る
は 、

又
た
暴
虐
無
道
に
し
て 、

や
す

百
姓
の
生
を
安
ん
ず
る
こ
と
を
得
ず 。

夏
・

商
の
民
を
把
り
て

す
べ

も
ち

ゆ

す
な
わ

都
て
逼
逐
し
将
去
き 、

之
を
し
て
湯
・

武
に
帰
せ
し
む 。

就
ち

く
さ
む
ら

お
な
じ

魚
の
淵
に
婦
し 、

雀
の
叢
に
帰
す
る
に
似
て
一
般
な
り 。

是
れ

か

湯
・

武
の
民
を
得
る
所
以
の
者
は 、

架
・

紺 、

之
が
為
に
敲
る

な
り 。）

こ
の
よ
う
に 、

架
王
・

紺
王
の
暴
虐
無
道
に
よ
っ
て 、

人
民
の
生

活
は
脅
か
さ
れ
て
安
心
で
き
ず 、

天
下
の
民
心
が
湯
王
・

武
王
に
帰

し
た
と 、

張
居
正
は
述
べ
て
い
る 。

こ
こ
で 、

対
応
す
る
ノ
エ
ル
訳
を
確
認
す
る
と 、
「
H
則
文
省
略
ご

〔
弱
肉
強
食
の
自
然
界
に
お
け
る〕

よ
う
に 、

か
つ
て
残
酷
な
帝
王

架
さe
や
討
Cheu
は 、

彼
ら
の
冷
酷
さ
や
不
公
平
さ
に
よ
っ
て

人
民
た
ち
を
恐
怖
に
駆
り
た
て 、
〔
人
民
た
ち
は〕

あ
た
か
も
避
難

所
や
安
全
な
場
所
で
あ
る
か
の
よ
う
に 、

慈
悲
深
き
王
の
成
湯

Chi
m

 T
am

や
武
王

Vu
V
am

の
そ
ば
へ
逃
げ
込
ん
だ 。」
（「
中
華

帝
国
の
六
古
典」
一
孟
子」
三
三
五
頁）
と
あ
る 。

ノ
エ
ル
訳
は
張
居
正

(

19
)
 

注
に
依
拠
し 、

架
や
紺
の
暴
政
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る 。

ま
た 、

張
注
に
お
け
る
「
百
姓
不
得
安
生」
（『
孟
子
直
解」
離
婁
上）
か
ら 、

「
安
ん
ず
る」

こ
と
を
「
避
難
所
や
安
全
な
場
所」

と
い
う
形
で
受

容
し 、

人
民
た
ち
の
安
心
や
安
定
を
よ
り

具
体
的
に
訳
し
て
い
る 。

以
下 、

対
応
す
る
プ
リ
ュ
ケ
訳
を
示
す 。

屑
文
省
略]

二
弱
肉
強
食
の
自
然
界
に
お
け
る〕

よ
う
に 、

残
忍
な
帝
王
架
吝e
と
紺
Cheu
は 、

人
民
た
ち
す
べ
て
の
心
を

〔
激
し
い〕

恐
怖
に
陥
れ 、

彼
ら
〔
人
民〕

を
い
や
応
な
し
に

成
湯
Chin,
 Ta
m

や
文
王

Ven,
V
臼n
の
ま
わ
り
に
亡
命
〔
避

難
所〕

の
よ
う
に
集
結
さ
せ
る
の
が
見
ら
れ
た 。
（「
中
華
帝
国

経
典』
「
孟
子」
第
二
巻 、
二
六
頁）

(72) 



プ
リ
ュ
ケ
訳
は
ノ
エ
ル
訳
に
ほ
ぼ
依
拠
し
て
お
り、

ノ
エ
ル
訳
で

見
ら
れ
た
「
安
ん
ず
る」

の
解
釈
も
反
映
さ
れ
て
い
る。

し
か
し、

前
述
し
た
よ
う
に
プ
リ
ュ
ケ
訳
で
は
文
・

武
の
置
換
が
見
ら
れ、

こ

こ
で
は
架
・

紺
の
暴
政
に
恐
怖
し、

人
民
が
帰
し
た
先
は
「
湯
王
と

武
王」

で
は
な
く、
「
湯
王
と
文
王」
の
所
に
な
っ
て
い
る。

し
た

が
っ
て、

こ
こ
で
も
プ
リ
ュ
ケ
に
よ
る
意
図
的
な
置
換
が
う
か
が
え

る。

（
そ
の一
）

と
こ
ろ
で、
「
中
華
帝
国
経
典」

に
お
け
る
『
孟
子」
で
は、

い

く
つ
か
の
章
の
省
略
が
見
ら
れ
る。
プ
リ
ュ
ケ
は、

こ
の
離
婁
上
の

章
の
後
に
あ
る
三
章
を
省
き、

天
下
の
「
大
老」
「
父」

と
称
さ
れ

る
伯
夷
や
太
公
望
が、
「
紺」
を
避
け
て
「
文
王」
に
帰
服
し
た、(20)

 

と
い
う
内
容
の
章
ヘ
ス
ト
レ
ー
ト
に
つ
な
が
る
構
成
と
な
っ
て
い
る。

こ
れ
に
よ
る
な
ら、

民
心
を
失
っ
た
「
紺
王」
と、

逆
に
民
心
を
得

た
「
文
王」

と
い
う
対
照
的
な
構
図
が
よ
り

鮮
明
に
な
る。
こ
の
よ

う
に、

プ
リ
ュ
ケ
訳
に
よ
る
文
・

武
の
置
換
に
基
づ
け
ば、

民
心
を

得
た
徳
高
き
「
文
王」

が
天
命
を
受
け、

自
ら
約
王
を
放
伐
し
て
天

下
を
得
る
と
い
う
説
明
に
な
る。

こ
れ
に
よ
り、
「
射」

と
の
関
係

に
お
い
て
有
徳
者
「
文
王」

を
極
端
ま
で
際
立
た
せ
る
訳
文
に
な
り、

結
果
的
に
「
革
命」
の
正
当
性
を
よ
り
強
調
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が

っ
て
い
る
の
で
あ
る。

（
二）
「
孟
f」

尽
心
F
に
お
け
る
文
·

武
の
置
換

続
い
て、

尽
心
下
を
二
章
確
認
し
て
い
く。

ま
ず、
一
っ
目
の

「
孟
子」

尽
心
下
の
本
文
を
示
す。

こ
こ
で
の
プ
リ
ュ
ケ
訳
は、

上

述
の
置
換
と
は
反
対
に
文
王
か
ら
武
王
へ
の
置
換
が
見
ら
れ
る。

絡
稽
曰 、

稽
大
不
理
於
口 。
孟
子
曰 、

無
傷
也。
士
憎
絃
多
口 。

詩
云、

憂
心
惜
惜 、

憧
子
禁
小 、

孔
子
也。

陣
不
珍
廠
憔 、

亦

不
隕
蕨
問、

文
王
也。
（『
孟
子」
尽
心
下）

こ
の
章
は、
『
詩
経」
を
引
用
し
て、
「
孔
子」
や
「
文
王」

で
あ

っ
て
も
人
か
ら
誹
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る。
よ
っ

て、

引
用
し
て
い
る
「
詩
経』
の
内
容
か
ら
も、
「
武
王」

で
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る。

次
に、

本
文
「
陣
不
珍
蕨
憔 、

亦
不
隕
蕨
問、

文
王
也」

に
対
応

す
る
「
直
解」
を
示
す。

(

21
)
 

試
把
自
古
雨
箇
聖
人
憎
致
多
口
的
来
説。

孔
子、

聖
人
也。

…
…

文
王、

聖
人
也。
…
…

夫
以
文
王
・

孔
子
之
聖 、

而
多
口

且
如
此 。
（「
孟
子
直
解」
尽
心
下）

い
に
し
え

ま
す
ま
す
こ
こ

も
の

と

（
試
み
に
古
自
り

両
箇
の
聖
人
の
増
絃
に
多
口
な
る
的
を
把

り
来
た
り
て
説
く。

孔
子
は、

聖
人
な
り。
…
…

文
王
は、

聖

人
な
り。
…
…

夫
れ
文
王
・

孔
子
の
聖
を
以
て
す
る
も、

而
れ

ど
も
多
口
且
つ
此
の
如
し。）

張
居
正
は、

孔
子
と
文
王
が
聖
人
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し、

そ
の

二
者
の
聖
徳
を
も
っ
て
し
て
も、

多
く
の
人
か
ら
の
誹
謗
中
傷
に
遭

(73) 



う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る。

対
応
す
る
ノ
エ
ル
訳
を
確
認
す
る
と、
「
あ
な
た
は
最
も
賢
明
な

孔
子
と
最
も
傑
出
し
た
文
王

Ven
U
am
を
顧
み
よ。」
（「
中
華
帝
国

の
六
古
典」
「
孟
子」
四
六一
頁）
と
あ
る。
ノ
エ
ル
訳
で
は、

聖
人
で

あ
る
孔
子
や
文
王
を
賛
美
し、

そ
の
具
体
例
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る

こ
と
を
強
調
し
て
い
る。

以
下、

対
応
す
る
プ
リ
ュ
ケ
訳
を
示
す。

あ
な
た
た
ち
は、

こ
の
孔
子
Con
fu
cius
と
武
王
Vu,
V
臼n

に
お
け
る
信
実
と
い
う、

二
つ
の
偉
大
な
範
例
〔
見
本〕

を
見

る
だ
ろ
う。
（「
中
華
帝
国
経
典」
一
孟
子」
第
二
巻 、
二
五
0
頁）

プ
リ
ュ
ケ
訳
で
は、

ノ
エ
ル
訳
で
見
ら
れ
た
賛
美
を
承
け、

二
つ

の
偉
大
な
見
本
と
し
て、

そ
の
具
体
例
に
よ
る
説
得
力
と
信
憑
性
を

高
め
て
い
る。
た
だ
し、

こ
こ
で
は
文
・

武
の
置
換
に
よ
り、

そ
の

偉
大
な
見
本
は
「
文
王」

で
は
な
く
「
武
王」

と
い
う
こ
と
に
さ
れ

て
い
る。

こ
こ
で、

わ
ざ
わ
ざ
文
王
か
ら
武
王
に
置
換
す
る
意
図
が
プ
リ
ュ

ケ
に
あ
る
と
す
れ
ば、

聖
人
と
称
さ
れ
な
が
ら
も
論
者
か
ら
批
判
を

受
け
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り、

文
王
と
差
別
さ
れ
て
き
た
「
武

王」
に
対
す
る
弁
護
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る。
そ
う

で
あ
れ
ば、

恐
ら
く
プ
リ
ュ
ケ
は
儒
教
に
お
け
る
「
文
王」

と
「
武

王」
の
評
価
の
差
を
よ
く

理
解
し
て
お
り、

こ
こ
で
の
文
・

武
の
置

(22)
 

換
は
「
武
王」

に
対
し
て
強
く

後
押
し
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る。

プ
リ
ュ
ケ
訳
に
従
え
ば、
「
武
王」
を
「
孔
子」
と
と
も
に
並
立
さ
せ、

二
つ
の
偉
大
な
範
例
と
し
て
説
く
以
上、

批
判
さ
れ
る
「
革
命」
の

当
事
者
「
武
王」

を
聖
徳
有
る
者
と
し
て
高
く

称
揚
し、
「
文
王」

と
同
様
そ
の
行
為
を
正
当
化
さ
せ
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
と
い
え

る
だ
ろ
う。

(
1
,

n
 

r
孟
f]

尽
心
F
に
お
け
る
文
·

武
の
置
換
（
そ
の
二）

最
後
に、
二
つ
目
の
尽
心
下
の
章
を
確
認
す
る。
ま
ず、
「
孟
子」

尽
心
下
の
本
文
を
示
す。

孟
子
曰 、

由
亮
舜
至
於
湯 、

五
百
有
餘
歳 。

若
萬．
皐
陶 、

則

見
而
知
之、

若
湯 、

則
聞
而
知
之。

由
湯
至
於
文
王、

五
百
有

餘
歳 。

若
伊
手・
莱
朱 、

則
見
而
知
之、

若
文
王、

則
聞
而
知

之。

由
文
王
至
於
孔
子、

五
百
有
餘
歳 。

若
太
公
望・
散
宜
生、

則
見
而
知
之、

若
孔
子、

則
聞
而
知
之。

由
孔
子
而
来 、

至
於

今、

百
有
餘
歳 。

去
聖
人
之
世 、

若
此
其
未
遠
也。

近
聖
人
之

居、

若
此
其
甚
也。

然
而
無
有
乎
爾 、

則
亦
無
有
乎
爾 。
（「
孟

子」
尽
心
下）

こ
の
章
は、

亮
・

舜
か
ら
湯
王
ま
で
の
五
百
年 、

湯
王
か
ら
文
王

ま
で
の
五
百
年 、

文
王
か
ら
孔
子
ま
で
の
五
百
年
を、

聖
人
が
出
現

す
る
五
百
年
周
期
で
あ
る
と
す
る
と
と
も
に、

聖
人
の
徳
を
見
聞
き

し
て
受
け
継
い
で
い
く
と
い
う
道
統
の
思
想
を
確
認
す
る
上
で
も
重

(74) 



要
な
内
容
と
な
っ
て
い
る。

次
に、

本
文
の
前
半
部
分
に
対
応
す
る
張
居
正
『
直
解』
を
示
す。

湯
得
聞
亮
舜
之
道、

固
於
萬
．

皐
陶
有
頼
癸 。

由
湯
之
時、

歴

敷
以
至
子
文
王、

計
其
時
亦
五
百
有
餘
歳 。

文
王
出、

而
成
湯

之
道
統
始
有
所
博 、

亦
非
文
王
生
而
能
知
成
湯
之
道
也
…
…

文

王
得
統
於
湯 、

固
於
伊
手
・

莱
朱 、

有
頼
癸 。

由
文
王
之
時、

(23)
 

恩
数
之
以
至
干
孔
子、

計
其
時
亦
五
百
有
餘
歳 。

孔
子
生、

而

(24)
 

文
王
之
道
統 、

斯
有
所
簿 、

孔
子
亦
非
無
自
而
得
統
於
文
王
也。

（『
孟
子
直
解」
尽
心
下）

も
と

こ
う
よ
う

（
湯
は
莞
舜
の
道
を
聞
く
を
得
る
も、

固
よ
り
萬
．

皐
陶
に
於

い
て
頼
る
こ
と
有
り。

湯
の
時
由
り、

歴
数
以
て
文
王
に
至
り、

其
の
時
を
計
る
も
亦
た
五
百
有
余
歳 。

文
王
出
で
て、

成
湯
の

道
統
の
始
め
て
伝
わ
る
所
有
る
も、

亦
た
文
王
生
ま
れ
て
能
く

成
湯
の
道
を
知
る
に
非
ざ
る
な
り。
…
…

文
王
統
を
湯
に
得
る

も、

固
よ
り

伊
手
・

莱
朱
に
於
い
て
頼
る
こ
と
有
り。

文
王
の

時
由
り、

歴
数
の
以
て
孔
子
に
至
り、

其
の
時
を
計
る
も
亦
た

五
百
有
余
歳 。

孔
子
生
ま
れ
て、

文
王
の
道
統
始
め
て
伝
わ
る

所
有
り。

孔
子
も
亦
た
自
ら
に
し
て
統
を
文
王
に
得
る
こ
と
無

き
に
非
ざ
る
な
り。）

張
居
正
は、

発
・

舜
か
ら
湯
王、

湯
王
か
ら
文
王、

文
王
か
ら
孔

子
に
そ
の
徳
が
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
か
具
体
的
に
説

明
し、
「
群
聖
相
承
之
統」
（『
孟
子
直
解」
尽
心
下）
の
途
絶
え
た
こ

と
が
な
い
こ
と
を
強
調
す
る。

こ
こ
で、

対
応
す
る
ノ
エ
ル
訳
を
確
認
す
る
と、
「〔
党
舜
に〕

次

い
で、

帝
王
成
湯
か
ら
絶
え
ず
文
王

Ven
Ua
m
ま
で、

さ
ら
に
お

よ
そ
五
百
年
を
数
え
る。
…
…

続
い
て、

文
王

Ven
U
am

か
ら
絶

え
ず
孔
子
ま
で、

再
び
お
よ
そ
五
百
年
を
数
え
る。」
（『
中
華
帝
国
の

六
古
典」
「
孟
子」
四
七
二
頁）
と
あ
る。
ノ
エ
ル
訳
で
も、

歴
代
の
聖

人
が
出
現
す
る
五
百
年
周
期
と、

そ
の
道
統
が
五
百
年
の
間
で
途
絶

え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る。

以
下、

対
応
す
る
プ
リ
ュ
ケ
訳
を
示
す。

成
湯
C
hi
m,
T
月
1

か
ら
武
王
Vu,
＜
目
1

ま
で
数
え
て
再
び
約

五
百
年 、

そ
し
て
武
王
Vu,
 Va
rn
か
ら
孔
子
Con
fu
cius
ま

で
五
百
年
を
数
え、

そ
の
教
義
が
学
ば
れ、

そ
れ
を
伝
承
し
て

き
た
の
だ。
（「
中
華
帝
国
経
典」
「
孟
子」
第
二
巻 、
二
六
六
頁）

プ
リ
ュ
ケ
訳
は
ノ
エ
ル
訳
に
依
拠
し、

聖
人
出
現
の
周
期
を
五
百

年
で
あ
る
と
し
て、

断
絶
な
き
道
統
の
継
続
性
を
明
記
し
て
い
る。

ま
た、

こ
こ
で
も
プ
リ
ュ
ケ
に
よ
る
文
・

武
の
置
換
が
確
認
で
き
る。

そ
れ
に
よ
っ
て、
「
湯
王
か
ら
武
王」

ま
で
約
五
百
年
と
し
て、

聖

人
の
周
期
の
中
に
し
つ
か
り
と
「
武
王」

を
収
め
て
い
る
の
で
あ
る。

プ
リ
ュ
ケ
が、
「
文
王」
と
「
武
王」

の
二
代
に
よ
っ
て
殷
を
倒
し

た
と
訳
し
た
の
は、

人
民
の
幸
福
を
配
慮
し
て
の
行
為
だ
っ
た
と
解

(75) 



以
上 、

と
く
に
プ
リ
ュ
ケ
が
こ
と
さ
ら
に
武
王
か
ら
文
王
へ
の
置

換
を
行
っ
た
箇
所
な
ど
で 、
「
文
王」

に
「
革
命」

の
意
志
が
あ
っ

た
と
受
け
止
め
さ
せ 、

他
の
置
換
に
見
ら
れ
た
よ
う
に 、

そ
の
文
王

の
意
志
を
受
け
継
い
だ
「
武
王」

を
も
有
徳
者
と
し
て
よ
り

肯
定
的

に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
意
図
的
に
訳
出
が
行
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

る 。
ま
た 、

そ
う
し
た
解
釈
の
淵
源
・

誘
因
と
し
て 、

張
居
正
が
「
革

命」

や
そ
の
当
事
者
と
さ
れ
る
「
武
王」

を
肯
定
的
に
捉
え 、
「
湯
・

武」

の
差
別
化
を
除
き 、
「
武
王」

を
歴
代
の
聖
人
た
ち
と
同
列
化

ま
と
め

釈
•

主
張
し
た
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う 。

そ
こ
か
ら 、
「
武
王」

と

先
行
す
る
聖
人
と
の
優
劣
の
差
を
無
く
し 、

道
統
の
内
に
組
み
込
む

こ
と
は
必
須
の
作
業
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る 。
『
孟
子」

の
最
終
章
に

位
置
す
る
こ
の
尽
心
下
の
章
に
お
い
て 、
「
武
王」

を
そ
の
道
統
上

に
か
た
＜

措
定
し 、
「
孔
子」

が
そ
の
道
を
受
け
継
い
だ
と
す
る
こ

と
で 、

批
判
す
る
余
地
の
無
い
有
徳
者
「
武
王」

像
を
プ
リ
ュ
ケ
は

示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る 。

以
上
確
認
し
て
き
た
よ
う
に 、

や
は
り
こ
れ
ら
文
・

武
の
置
換
は 、

延
い
て
は
「
革
命」

の
限
り
な
い
正
当
化
へ
と
つ
な
げ
る
た
め
の 、

プ
リ
ュ
ケ
に
よ
る
意
図
的
作
業
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る 。

す
る
解
釈
が
あ
っ
た
の
は
事
実
で
あ
ろ
う 。

か
て
て
加
え
て
張
居
正

に
よ
る
そ
の
よ
う
な
姿
勢
は
ノ
エ
ル
に
よ
っ
て
好
意
的
に
受
容
さ
れ

て
い
た 。

恐
ら
く 、

先
行
す
る
時
代
に
こ
の
よ
う
な
解
釈
傾
向
が
あ

っ
た
か
ら
こ
そ 、

プ
リ
ュ
ケ
は 、

そ
の
評
価
に
優
劣
の
差
異
が
あ
っ

た
「
文
王」

と
「
武
王」

を
置
換
し
や
す
く
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か 。

さ
ら
に 、
「
文
・

武
の
置
換」

は 、

聖
人
「
武
王」

の
擁
護

だ
け
で
な
く 、

同
時
に
徳
高
き
「
文
王」

を
よ
り
引
き
立
た
せ
る
効

果
に
も
つ
な
が
っ
て
い
た 。

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
プ
リ
ュ
ケ
は 、

民
心

を
得
て
天
命
を
受
け
た
有
徳
者
で
あ
る
な
ら 、

臣
下
の
君
主
に
対
す

る
「
伐」

に
よ
る
「
革
命」

も
可
能
で
あ
る
こ
と
を 、

儒
教
の
徳
治

主
義
か
ら
は
っ
き
り
と
是
認
し
よ
う
と
し
た
と
い
え
よ
う 。

そ
し
て 、

こ
の
よ
う
な
性
格
を
内
包
し
た
プ
リ
ュ
ケ
著
書
が 、

ま

さ
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
直
前
に
出
版
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば 、

「
孟
子」

の
思
想
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
人
士
に
歓
迎
さ
れ 、

ま
た
利
用

さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
定
で
き
る 。

よ
っ
て 、

そ
の
糸
口
の
究

明
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
す
る 。

注
(
1)

本
論
で
は 、

イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
が
在
華
し
た
時
代
に
鑑
み
て 、

清
代
刊
行
の
「
四
書
直
解』
（『
四
書
集
註
閏
微
直
解
j

清
八
旗
経
正

書
院
刻
本
『
四
庫
未
収
書
輯
刊」

第
二
戟
第
十
二
冊 、

北
京
出
版
社 、
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二
0
0
0)
を
張
居
正
の
注
釈
の
底
本
と
し
た 。
た
だ 、

文
字
の
異

同
を
確
認
す
る
た
め
必
要
に
応
じ
て
「
孟
子
経
筵
直
解」
（
『
江
戸

幕
府
刊
行
物
集
成」
「
四
書
経
筵
直
解」

元
禄
元
刊）
や 、
『
張
居
正

講
評
〈
孟
子〉」
（
上
海
辞
書
出
版
社 、
―1
0
0
七）
を
参
照
し
た 。

(
2)

 No
el ,
 F
ran
cisco .,
 Sinensis
 
Imperii
 Libri
 Classici
 Sex ,
 

P
ragae ,
 1
71
1.
 

(
3)

 F
ranc;ois
 ,
 Andre
 ,
 Adrien
 Pluquet ,
 Les
 L
ivres
 cl
assiques

 de
 

l'
E
mpire

 de
 la
 Chine ,
 Paris ,
 1784
 ,
 86 .
 

(
4)
拙
稿
「
張
居
正
「
孟
子』
解
釈
と
ヨ
ー

ロ
ッ

パ
に
お
け
る
受
容
に

つ
い
て」
（「
日
本
中
国
学
会
報』
第
六
十
六
集 、
二
0一
四
年）
を

参
照 。

(
5)

 Pluquet ,
 "
Obse
rvatio
ns

 sur
 la
 p
hi
losop
hie
 morale
 et
 politique
 

des
 
leg
硲
lateurs
ch
ino
竺
Les
L
ivres
 classiques
 de
 l'E
mpire

 de
 

la
 Chine、
Paris ,
1784·
 

(
6)

後
藤
末
雄
訳
「
儒
教
大
観」
（
第一
書
房 、
一
九
三
五）
四
七
頁 。

(
7)

後
藤
末
雄
「
中
国
思
想
の
フ
ラ
ン
ス
西
漸
2」

（

平
凡
社 、
一
九

六
九）
五
頁 。

(
8)

市
川
本
太
郎
『
孟
子
之
綜
合
的
研
究」
（

信
州
大
学
教
育
学
部
内

市
川
先
生
記
念
会 、
一
九
七
四）
四
二
九
頁
で
は 、
後
藤
末
雄
訳
「
儒

教
大
観」
―
二
四
頁
の
内
容
を
引
用
し
論
評
し
て
い
る 。

(
9)
前
掲
注
4
拙
稿
の
第一
章
（一
）
（
三）
の
タ
イ
ト

ル
を
参
照 。

(
10)
前
掲
注
4
拙
稿
を
参
照 。

(
11)

井
川
義
次
『
宋
学
の
西
遷
ー

近
代
啓
蒙
へ
の
道
ー」

（

人
文
書
院 、

二
01
0)
三
三
O
I

三
三
一
頁
を
参
照 。

(
12)
「〔
斉
の〕
宣
王
Si,
 Ven
 , Va
rn」
は 、
ノ
エ
ル
訳
で
は
「〔
斉
の〕

宣
王
Siuen
Va
rn」
と
あ
る 。

(
13)
前
掲
注
11

に
同
じ 。

(
14)
『
孟
子
集
注」
に
は 、
「
害
仁
者 、

凶
暴
淫
虐 、

滅
絶
天
理 。
故
謂

之
賊 。」
（『
孟
子
集
注』
梁
恵
王
下）
と
あ
る 。

(
15)
前
掲
注
6

後
藤
訳
書 、
一
五
四
頁 。

(
16)
前
掲
注
6

後
藤
訳
書 、
一
0
三
頁 。

(
17)
ま
た 、
「
中
華
帝
国
経
典』
で
は
「
孟
子』
訳
以
外
に
も
文・
武

の
置
換
が
あ
り 、
「
大
学』
訳
で
一
箇
所 、
「
論
語』
訳
で
は
泰
伯
篇

に一
箇
所
存
在
す
る 。

(
18)
文・
武
の
置
換
が
見
ら
れ
た
プ
リ
ュ
ケ
「
大
学』
訳
の
該
当
箇
所
は 、

7
 

「
書
経』
「
康
詰」
と 、
「
詩
経』
「
大
雅」

文
王
篇
の
内
容
に
関
連
し

）7
 

て
い
る 。
ま
た 、
「
書
経」
「
康
詰」
に
は
「
天
乃
大
命
文
王 、
燈
戎
殷 、

（

誕
受
廠
命」
と
あ
り 、
「
詩
経』
「
大
雅」

文
王
之
什
の
諸
篇
で
は 、

文
王
篇
を
含
め 、

民
意
に
応
じ
て
天
命
が
降
っ
た
の
は
文
王
の
時
か

ら
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る 。
恐
ら
く
は 、
プ
リ
ュ
ケ
が
こ
れ

ら
を
尊
重
し
て
翻
訳
を
行
っ
た
可
能
性
が
あ
り 、

後
考
し
た
い 。

(
19)
朱
子
注
に
は
「
言
民
之
所
以
去
此 、

以
其
所
欲
在
彼
而
所
畏
在
此

也」
（『
孟
子
集
注』
離
婁
上）
と
あ
る
の
み
で
あ
る 。

(
20)
『
孟
子」
の
章
数
は 、
「
孟
子
集
注」
の
分
章
に
よ
っ
た 。

(
21)
『
孟
子
経
筵
直
解」
は
「
増」
に
作
る 。

張
注
に
は
「
憎
字
営
作

増
字 、
是
増
益
的
意
思」
（『
孟
子
直
解」
尽
心
下）
と
あ
る 。
よ
っ
て 、

こ
こ
で
は
「
増」
と
し
た 。

(
22)
文・
武
の
置
換
が
見
ら
れ
た
プ
リ
ュ
ケ
「
論
語」
訳
の
該
当
箇
所
は 、



「
文
王」

に
二
心
な
く 、

臣
下
と
し
て
の
忠
節
を
守
っ
た
こ
と
か
ら 、

「
泰
伯」

と
並
ん
で
孔
子
に
「
至
徳」

と
称
さ
れ 、

将
来 、

実
力
行

使
し
た
「
武
王」

と
そ
の
優
劣
評
価
が
分
か
れ
る
論
拠
と
な
る
重
要

な
章
で
あ
る。

恐
ら
く
プ
リ
ュ
ケ
は 、
儒
教
に
お
い
て
「
文
王」
と
「
武

王」

の
評
価
に
差
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え、

そ
の
特
に
重
要
な
「
論

語」
の
章
に
お
い
て
文
・

武
の
置
換
を
行
っ
た
と
思
わ
れ
る。

(
23)
「
孟
子
経
筵
直
解』

は
「
歴」

に
作
る。

こ
こ
で
は
「
歴」

に
よ

っ
た 。

(
24)
「
孟
子
経
筵
直
解』

は
「
始」

に
作
る。

こ
こ
で
は
「
始」

に
よ

っ
た 。

(78) 




